
申請者が行う内容

（30日以内）

厚木市水洗便所改造等奨励金交付申請の概要

審査結果
交付しない場合

完了検査に合格した場合
「検査済証」を交付 ……「検査済証番号」は、奨励金交付申請時に必要な情報です

奨励金交付申請書の提出 …… 申請者は、「居住の用に供する建築物」の所有者又は占有者です

※申請者以外に当該建築物の所有権を有する者がいる場合は、
当該所有者からの「同意書」が必要

（30日以内）

審査
（要件への適合状況の確認等）

…… 厚木市が、交付要件への適合状況等を確認し、奨励金を交付するか
否かを判断します

※市税等の納付状況や暴力団員等に係る関係機関への照会を含む

交付する場合

交付決定通知書で
申請者に通知

請求書の提出

交付しない旨を
申請者に通知

金融機関の口座へ振込

…… 奨励金の振込先として、債権者（請求者）本人名義の口座情報が必要です

※口座をお持ちでない方は、御相談ください

※他人名義の口座へ奨励金の振込を希望する場合は、
当該口座名義人へ受領に係る権限を委任するため「委任状」が必要

（30日以内）

奨励金の交付を受けることのできる方は、「居住の用に供する建築物」の所有者又は占有者（建築物の所有者の同意
を得た者に限る）であって、公共下水道の供用開始日から３年以内に、当該建築物に係る水洗便所改造等工事（次の
いずれかの工事）を行った方です。

・くみ取便所を水洗便所に改造し、公共下水道（汚水管）に接続する工事 ⇒ 奨励金額 30,000円

・し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道（汚水管）に接続する工事 ⇒ 奨励金額 共同住宅 30,000円
共同住宅以外 22,000円

【奨励金交付の対象外】

・法人の方
・同一の水洗便所改造等工事に対し、厚木市の「水洗便所改造等資金融資あっせん制度」を利用している方
・市税（延滞金を含む）、下水道事業受益者負担金、公共下水道使用料のいずれかを滞納している方
・厚木市暴力団排除条例に定められた暴力団員等に該当する方
・建築物の新築・増築を伴う工事

厚木市が行う内容

私設下水道完成届の提出

指定下水道工事店に
水洗便所改造等工事を申込

担当 厚木市都市インフラ整備部河川下水道総務課
所在地 厚木市中町３－17－17
ＴＥＬ 046-225-2367（直通）

…… 工事実施後に指定下水道工事店を通して提出

（必要な手続後、工事着手）

…… 奨励金を交付する旨の通知を受けた
申請者は、債権者（請求者）として、
当該通知書記載の奨励金の額を厚木
市に請求することができます

各様式は、厚木市ホームページからダウンロードできます。
https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/kurashi_tetsuzuki/gesuido/4/5/30146.html


